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業 務 仕 様 書 

 

静岡市生涯学習センター11館、静岡市南部勤労者福祉センター及び静岡市小鹿老人福祉センター

（以下「生涯学習センター等」という。）の指定管理者が行う業務の内容及びその範囲等は、この仕

様書による。 

 

１ 施設の設置目的及び運営方針 

（１）設置目的 

ア 静岡市生涯学習センター11館（以下「生涯学習施設」という。） 

生涯学習施設は市民の自発的な学習活動を支援することにより、学習活動を通じて地域の

交流及び連携を図り、もって市民主体のまちづくりを推進することを目的とし、主に日常生

活圏を越えた広い区域に居住する市民を対象に、次に規定する事業を行う。 

（ア）市民の自発的な学習活動の機会の提供に関すること。 

（イ）市民、大学、市民活動団体等との地域における連携及び協力並びにこれらの支援に関す

ること。 

（ウ）生涯学習に関する各種講座、講演会等の開催に関すること。 

（エ）市民主体のまちづくりを推進する人材の育成に関すること。 

（オ）生涯学習に関する情報の収集及び提供並びに相談に関すること。 

（カ）生涯学習施設の施設及び器具の利用に関すること。 

（キ）前各号に掲げるもののほか、生涯学習施設の設置の目的を達成するため、市長が必要が

あると認める事業 

イ 静岡市南部勤労者福祉センター 

勤労者その他一般市民の文化教養の向上、健康の増進及び余暇利用の充実を図る。 

ウ 静岡市小鹿老人福祉センター 

老人福祉法（昭和 38年法律第133号）第15条第１項に規定する老人福祉施設として、高

齢者に関する各種の相談に応ずるとともに、高齢者に対して、健康の増進、教養の向上及び

レクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする。 

（２）運営方針 

  ア 生涯学習施設 

生涯学習施設の管理運営に当たっては、設置目的を達成するため、法令や条例等を遵守し、

市民の平等で安心安全な利用の確保等円滑な運営並びに施設及び設備の良好な維持管理に努
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めるとともに、併せて次の事項を遵守すること。 

（ア）公の施設であることを常に念頭に置いて公平な運営を行うこと。 

（イ）利用者の意見を管理運営に反映させ、利用しやすいようにサービスの向上に努めること。

（ウ）効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の節減に努めること。 

（エ）常に善良な管理者の注意をもって管理に努めること。 

（オ）予算の執行に当たって、事業計画書等に基づき適正かつ効率的な運営を行うこと。 

（カ）ごみの削減、省エネルギー等の環境に配慮した運営を行うこと。 

（キ）個人情報の保護を徹底すること。 

（ク）設置目的に則した適切な管理運営を行い、その実現に向け最大限の努力を行うこと。 

（ケ）他の施設が併設されている生涯学習施設（以下「複合施設」という。）は併設されている

施設と密接に連携を図りながら、管理運営を行うこと。 

（コ）知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めること。 

（サ）災害時や緊急時に備えた危機管理に努めること。 

（シ）静岡市や施設利用者、近隣住民、事業者と良好な関係を維持すること。 

  イ 静岡市南部勤労者福祉センター 

静岡市南部勤労者福祉センターの管理運営に当たっては、設置目的を達成するため、法令

や条例等を遵守するとともに、勤労者等の平等な利用の確保等円滑な運営並びに施設及び設

備の適切な維持管理に努めるとともに、併せて次の事項を遵守すること。 

（ア）利用者の安全・衛生管理を最優先に管理運営を行うこと。 

（イ）静岡市南部勤労者福祉センターの設置目的に則した管理運営を行い、その実現に向け最

大の努力を行うこと。 

（ウ）利用者の意見や要望を管理運営に反映させるなど、利用者本位の運営を行い、満足度を

高めていくとともに、適切な広報を行うなど、施設の利用促進を積極的に図ること。 

（エ）効率的な運営を行い運営費の縮減に努めるとともに、環境負荷の低減と施設設備の良好

な維持管理に努めること。 

（オ）文化教養の向上、健康の増進及び余暇利用の充実を支援する公共施設として、勤労者等

の平等な利用が確保されるよう運営を行うこと。 

（カ）個人情報の保護を徹底すること。 

（キ）災害時、緊急時に備えた危機管理を徹底すること。 

（ク）市及び静岡市南部勤労者福祉センターの入居団体と密接に連携を図りながら管理運営を

行うこと。 
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  ウ 静岡市小鹿老人福祉センター 

静岡市小鹿老人福祉センターの管理運営に当たっては、設置目的を達成するため、法令や

条例等を遵守し、市民の平等で安心安全な利用の確保等円滑な運営並びに施設及び設備の良

好な維持管理に努めるとともに、併せて次の事項を遵守すること。 

（ア）公の施設であることを常に念頭に置いて公平な運営を行うこと。 

（イ）利用者の意見を管理運営に反映させ、利用しやすいようにサービスの向上に努めること。

（ウ）効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の節減に努めること。 

（エ）常に善良な管理者の注意をもって管理に努めること。 

（オ）予算の執行に当たって、事業計画書等に基づき適正かつ効率的な運営を行うこと。 

（カ）ごみの削減、省エネルギー等の環境に配慮した運営を行うこと。 

（キ）個人情報の保護を徹底すること。 

（ク）設置目的に則した適切な管理運営を行い、その実現に向け最大限の努力を行うこと。 

（ケ）併設されている施設と密接に連携を図りながら、管理運営を行うこと。 

（コ）知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めること。 

（サ）災害時や緊急時に備えた危機管理に努めること。 

（シ）静岡市や施設利用者、近隣住民、事業者と良好な関係を維持すること。 

（３）目標 

ア 利用者満足度 

利用者満足度調査における職員の応対において、「満足」「やや満足」（運用に応じて「ほぼ

満足」など表現の変更は可能だが、通年継続して使用すること）を合わせた割合を全体の90％

以上にすること。 

イ シチズンシップが身についた人の割合（生涯学習施設） 

生涯学習施設ごとに、市民主体のまちづくりを担うシチズンシップに富んだ人材を養成す

る連続３回以上の講座の、講座終了時に実施するアンケートにおいて、シチズンシップが身

についた（地域や社会を良くするために行動していきたい）と回答した人の割合を全体の

90％以上にすること。 

 

２ 指定管理業務の内容 

（１）指定管理業務を行う施設 

管理する施設についての詳細は、資料１「管理を行う施設一覧」及び資料２「施設等の概要」

のとおり。付随する施設（駐車場、駐輪場及び倉庫等）と併せて、全てを一体として管理運営
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すること。複合施設との共有部分における管理方法については、別途協議する。 

（２）指定管理者が直接行う業務 

施設の設置目的を達成するために実施する主要な業務については、指定管理者が自ら実施す

ることを原則とし、その全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

ただし、主要業務が多岐にわたり、指定管理者のみでは実施が困難であると認められる場合

など、事前に市に承認を得た場合に限り、当該業務を直接実施できる専門業者等に主要業務の

一部を委任することができる。 

委託にあたっては市の例に準じ、指定管理者と受託者の責任を明確化するとともに、公正で

透明な手続きにより実施しなければならない。委託業者を選定する際は、市内業者の優先的な

選定、官公需適格組合を含む中小企業者の受注機会の増大について可能な限り配慮されたい。 

また、第三者からの再委託はできない。 

  ア 指定管理者が直接行う生涯学習事業及び社会教育事業ほかについては、資料３「指定管理

者が直接行う業務（生涯学習事業・社会教育事業ほか）」のとおりとする。 

  イ 指定管理者が直接行う施設利用及び施設維持管理業務ほかについては、資料４「指定管理

者が直接行う業務（施設利用・施設維持管理ほか）」のとおりとする。 

ウ 指定管理者が提出した事業計画書による運営管理及び事業に係る業務については、事業計

画書及び収支予算書に基づいて、適切に実施すること。 

  エ 生涯学習センター等の運営に当たっては、施設の設置目的の実現に向け、地域との連

携、協働に努めながら事業を実施すること。 

（３）第三者への委託が可能な業務 

資料４「指定管理者が直接行う業務（施設利用・施設維持管理ほか）」の資料４・別表「生涯

学習センター等の施設及び設備の維持管理業務等一覧表」に掲げる業務については、第三者に

委託することができる。 

委託に当たっては市の例に準じ、指定管理者と受託者の責任を明確化するとともに、公正で

透明な手続きにより実施しなければならない。委託業者を選定する際は、市内業者の優先的な

選定、官公需適格組合を含む中小企業者の受注機会の増大について可能な限り配慮されたい。 

また、第三者からの再委託はできない。 

なお、第三者の委託使用はすべて指定管理者の責任において行い、当該第三者の責めに帰す

べき事由により生じた損害は、指定管理者の責めに帰すものとする。 

（４）指定管理業務以外の業務 

指定管理者と協定書を締結した後、施設使用料の徴収事務委託契約を別途契約する。（詳細につ
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いては、資料６「静岡市生涯学習センター、女性会館及び南部勤労者福祉センター使用料徴収

事務委託契約書」のとおり） 

（５）市民アンケート調査及び利用者満足度調査の実施 

ア 市民アンケート調査 

より多くの市民に利用してもらうため、年に１回市民アンケート調査（施設利用者に限定

しない調査）を実施し、施設の管理運営に反映すること。 

イ 利用者満足度調査 

管理運営が適正に行われているか確認するため、施設利用者を対象としたアンケート調査

を定期的に行い施設の管理運営に反映するとともに、その結果を定期報告及び事業報告（年

度報告）の中で報告すること。 

（６）指定管理者による自己評価 

年度終了後60日以内に、当該年度の指定管理業務について自己評価を行い、次年度以降の指

定管理業務の改善を図るとともに、その結果を事業報告（年度報告）の中で報告すること。 

（７）定期報告  

月例業務報告書を施設ごとに作成し、翌月10日までに提出すること。 

なお、月例業務報告書には、次の内容を掲載することとし、紙ベースで提出すること。 

ア 事業実施状況 

事業実施状況の報告様式は、生涯学習施設については資料７「月例事業実施状況報告書」、資

料８－１「事業実施状況一覧（生涯学習事業）」、資料８－２「事業実施状況一覧（社会教育事

業）」のとおりとする。静岡市南部勤労者福祉センターについては資料９「事業報告書【南部勤

労者福祉センター】」、静岡市小鹿老人福祉センターについては資料10「事業報告書【小鹿老人

福祉センター】」のとおりとする。 

イ 施設利用状況 

施設利用状況の報告様式は、生涯学習施設については資料11－１「施設利用状況報告書」の

とおりとする。静岡市南部勤労者福祉センターについては資料11－２「施設利用状況報告書【南

部勤労者福祉センター】」、静岡市小鹿老人福祉センターについては資料11－３「施設利用状況

報告書【小鹿老人福祉センター】」のとおりとする。 

ウ 施設修繕の実施報告 

エ 施設及び設備の維持管理業務実施状況 

  （施設・設備の定期点検や第三者に委託した業務の実施状況を含む。） 

オ 利用者満足度調査結果報告 
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 併せて、利用者からの意見、要望等あれば対応状況も報告すること。 

カ 一般職員及び資格が必要な職員の配置状況（勤務実績） 

キ その他、指定管理業務の適切な実施を確認するために必要な事項 

（８）修繕の実施状況に関する協議 

修繕業務の実施に当たっては、年度当初や年度末などに市と定期的に協議する。その際

は、修繕の実施結果が分かる資料を提出すること。なお、緊急性が特に高いものについて

は、その都度直ちに市と協議するものとする。 

（９）事業報告（年度報告） 

毎年度度終了後、１年間の事業報告書を施設ごとに作成し、60日以内に提出すること。様式

は、資料12「事業報告書」のとおりとする。 

事業報告書は、次の内容を添付することとし、紙ベース及びデータで提出すること。 

なお、財務諸表については完成次第速やかに提出すること。 

ア 指定管理業務総括 

１年間の各種業務の自己評価（良否、課題と解決策、目標値を踏まえた現状分析等）を行い、

今後の管理運営にどう反映させるかを踏まえて総括すること。 

イ 事業実施報告 

様式は、生涯学習施設については資料13－１から資料13－９「年次事業実施状況報告書」、

資料８「事業実施状況一覧」のとおりとする。生涯学習施設以外の施設については資料13－

１「年次事業実施状況報告書」のとおりとする。 

ウ 施設利用実績報告（利用件数、利用者数及び稼働率等） 

様式は、生涯学習施設については資料11－１「施設利用状況報告書」のとおりとする。

静岡市南部勤労者福祉センターについては資料11－２「施設利用状況報告書【南部勤労者

福祉センター】」、静岡市小鹿老人福祉センターについては資料11－３「施設利用状況報告

書【小鹿老人福祉センター】」のとおりとする。 

エ 施設修繕の実施報告 

オ 利用者満足度調査結果報告（年度合計） 

  併せて、利用者からの意見、要望、それに対する対応状況を集約し、報告すること。 

カ 市民アンケート調査結果報告 

キ 施設及び設備の維持管理業務実施報告 

  （施設・設備の定期点検や第三者に委託した業務の実施状況を含む。） 

ク 施設及び事業に関する広報物 
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ケ ホームページの保守管理状況報告 

コ 指定管理業務収支状況報告書 

  収支状況報告書は次のとおり提出すること。様式は、資料14「指定管理業務収支状況報告

書」とし、支出にかかる科目については、様式に記載の各科目に分類するものとする。各科

目については、本書６（２）のとおりとし、生涯学習施設の事業費は、生涯学習事業費と社

会教育事業費に分類するものとする。 

   （ア）生涯学習センター等全体の収支状況報告書 

   （イ）生涯学習施設をまとめた収支状況報告書 

   （ウ）静岡市駿河生涯学習センター、静岡市南部勤労者福祉センター及び静岡市小鹿老人福

祉センター（以下、「健康文化交流館「来てこ」」という。）をまとめた収支状況報告書 

   （エ）生涯学習センター等のそれぞれの収支状況報告書 

サ 財務諸表 

シ 職員研修実施報告書 

ス その他、指定管理業務の適切な実施を確認するために必要な事項 

（10）次年度以降の事業計画書等の作成 

市が指定する期日までに、次年度の事業計画書及び収支予算書、生涯学習事業及び社会教育

事業に関する実施計画書について、市と調整を図った上で作成し、提出すること。 

（11）障害者差別解消法への対応 

公の施設の管理運営を行うことに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平

成25年法律第65号）第８条第２項に定める障害者への合理的配慮の提供については、可能な限

り、「静岡市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」及び「障がいのあ

る人への配慮マニュアル」に基づき、市の職員に準じた対応に努めること。 

（12）暴力団排除条例への対応 

暴力団の利益になる利用や不当な行為を受けた場合には、「静岡市暴力団排除条例運用の手

引き」に基づき対応を行うこと。 

（13）マニュアルの整備 

施設を安全に管理し、指定管理業務を適切に実施するため、市と協議を行い、事務処理マニ

ュアル及び危機管理マニュアル（火災や地震、事務事故等の非常時における危機管理体制など

について規定）を作成すること。 

作成したマニュアルは、協定締結後速やかに市に提出すること。また、マニュアルに改正が

あった場合は、その都度市に報告するとともに、改正後のマニュアルを市に提出すること。 
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（14）その他指定管理者が行わなければならない業務 

ア 随時報告 

事故や災害の発生のように緊急な事項や、指定管理者と金融機関の取引停止、指定管

理者の法人格の変更に関わる事項など、指定管理の継続に影響がある事項については、

随時報告を行うこと。 

また、指定管理者が暴力団員等による不当な行為を受けたときは、市に報告するととも

に、所轄の警察署長への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行うこと。 

イ モニタリング 

 市は、指定管理者による公共サービスの履行に関し、条例、規則及び協定書等に従い、適

切かつ良好な管理運営が行われているか確認するため、モニタリングを実施する。 

指定管理者は、市に対して業務の報告を行うとともに、自己評価を通じて主体的に業務の

改善に取組むこと。 

なお、モニタリング実施後、適正な運営がなされていないと判断した場合は、市は必要に

応じ改善に向けた指導・助言を行う。 

ウ 現地調査 

市は、指定管理業務の実施状況を把握し、良好な管理状況を確認するため、現地調査を実

施する。指定管理者は、市から求められた資料を作成するとともに、調査当日についても市

の求めに応じて適切な対応をすること。 

エ 要望・苦情対応等 

（ア）要望及び苦情、トラブル等は、迅速かつ適切に処理すること。 

（イ）要望及び苦情等で重要なものは、直ちに市に報告すること。 

（ウ）盗難事故及び事件の防止措置をとること。 

オ 市との連絡調整 

市との連絡調整は、指定管理者側が当該指定管理業務を統括する部門を定め、その部門が

窓口となって行うこと。 

カ 関係機関との連絡調整 

（ア）指定管理業務に関わる市の所轄課が開催する会議等への出席 

（イ）生涯学習施設の利用者等の意見を聴取するため、生涯学習施設運営委員会を設置し、運

営委員会を開催すること。 

（ウ）その他関係機関との連絡調整に係る業務 

キ 照会回答 



 

- 10 - 

 

（ア）市から照会があった場合は、定められた期日までに回答すること。 

（イ）他都市等から照会があった場合は、必要に応じて回答すること。 

ク 施設の建替え・修繕工事に伴う補助業務 

ケ その他、市長が必要と認める業務 

３ 指定期間 

 以下の期間は、静岡市議会での議決により決定する。 

（１）健康文化交流館「来てこ」 

  令和６年４月１日から令和７年３月 31日まで １年間 

（２）静岡市駿河生涯学習センターを除く、生涯学習施設 

  令和６年４月１日から令和 11年３月31日まで ５年間 

 

４ 管理の基準等 

（１）開館時間及び休館日 

施設名 開館時間 休館日 

静岡市葵生涯学習センター 

午前９時から午後９時 30

分まで 

（1）毎月の第２月曜日及び

第４月曜日 

（2）12 月 28 日から翌年の

１月４日までの日 

静岡市葵生涯学習センター及び静岡

市駿河生涯学習センター以外の生涯

学習施設 

（1）月曜日 

（2）国民の祝日に関する法

律（昭和 23 年法律第 178

号）に規定する休日 

（3）12 月 28 日から翌年の

１月４日までの日 

健康文化交流館 

「来てこ」 

静岡市駿河生涯

学習センター 

（1）日曜日 

（2）12 月 28 日から翌年の

１月５日までの日 静岡市南部勤労

者福祉センター 

静岡市小鹿老人

福祉センター 

午前９時から午後４時ま

で（浴室にあっては、午前
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10時から午後３時30分ま

で） 

※ 特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、開館時間及び休館日を臨時に変更

することができる。ただし、それにより新たに経費が生じる場合は指定管理者が負担するも

のとする。 

（２）使用許可等の基準 

ア 生涯学習施設 

施設利用に係る審査基準と処分基準は、当該処分の処分庁である指定管理者が、静岡市生

涯学習施設条例の審査基準、その標準処理期間及び処分基準（以下「審査基準等」という。）

の制定及び改廃（以下「制定改廃」という。）を行うこと。審査基準等の制定改廃を行う場合

は、市内の生涯学習センター及び生涯学習交流館が同一の条例（静岡市生涯学習施設条例）

の規定の適用を受けていることを踏まえ、施設間において審査基準等に大きな違いが生じる

ことにより、市民の混乱を招くことがないよう、市と協議して制定改廃を行うこと。 

なお、審査基準等の制定改廃に当たっては、指定管理者が市の例に準じて市民意見公募手

続を行うこと。審査基準及びその標準処理期間は、静岡市行政手続条例第５条第３項及び同

条例第６条の規定により、施設において公表すること。また、処分基準は、同条例第 12条第

１項の規定により、施設において公表するよう努めること。 

イ 静岡市南部勤労者福祉センター 

利用料金の減免基準、施設利用に係る審査基準と処分基準は、静岡市勤労者福祉センター

条例及び静岡市勤労者福祉センター条例施行規則に基づき、当該処分の処分庁である指定管

理者が、市と協議の上定める（優先利用に関する基準も同様）。 

また、この基準と標準処理期間を、静岡市行政手続条例第５条第３項及び同条例第６条の

規定により、当該施設において公表する。 

なお、利用料金の減免に当たっては、以下の点に留意すること。 

（ア）利用者の反復利用の促進を図るため、前売回数券を購入するものに対しては、11回の利

用につき１回、利用料金を免除することを認めるものとする。 

（イ）利用者の反復利用の促進を図るため、ポイントカードにより利用の記録を行うものに対

しては、当該記録が 10 回に達した後、１回の利用料金を免除することを認めるものとす

る。 

ウ 静岡市小鹿老人福祉センター 

利用料金の減免基準、施設利用に係る審査基準と処分基準は、静岡市老人福祉センター条
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例、静岡市老人福祉センター条例施行規則に基づき、当該処分の処分庁である指定管理者が、

市と協議の上定める（優先利用に関する基準も同様）。 

 また、この基準と標準処理期間を、静岡市行政手続条例第５条第３項及び同条例第６条の

規定により、当該施設において公表する。 

（３）遵守すべき事項 

指定管理業務の実施に当たっては、以下の法令を遵守し、施設の適正な管理運営に努めるこ

と。また、労働関係法令を遵守し、労働時間や労働賃金、雇用の形態など、適正な運営管理を

行うこと。 

ア 地方自治法 

  イ 地方自治法施行令 

ウ 静岡市生涯学習施設条例 

エ 静岡市生涯学習施設条例施行規則 

オ 静岡市勤労者福祉センター条例 

カ 静岡市勤労者福祉センター条例施行規則 

キ 静岡市老人福祉センター条例 

ク 静岡市老人福祉センター条例施行規則 

ケ 老人福祉法 

コ 老人福祉法施行令 

サ 老人福祉法施行規則 

シ 老人福祉法による老人福祉センターの設置及び運営について 

ス 社会福祉法 

セ レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針について 

ソ 公衆浴場法 

タ 公衆浴場法施行規則 

チ 静岡市公衆浴場法施行条例 

ツ 静岡市公衆浴場法等の施行に関する規則 

テ 生涯学習センター等に関して市が定める要綱、要領等 

ト 労働関係法令 

ナ その他の関係法令 

（４）文書の管理及び保存 

指定管理業務の実施に当たり、管理に関する帳簿、利用者に関する書類、会計経理に関する
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帳簿及び書類を備え、施設の適正な管理運営に努めること。 

また、作成又は取得した文書等は、市の文書事務に関する諸規定に基づいて、別途文書管理

に関する規定等を定め、適正に管理及び保存する。 

（５）個人情報の取扱い 

個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報の保護に関する取扱仕様書」に従って、十分

注意すること。 

（６）情報公開 

指定管理業務を行うにあたり作成又は取得した文書等で指定管理者が管理しているものの公

開については、別途情報公開規程等を定めるなど適正な情報公開に努めること。 

なお、市は、収支状況報告書等の市に提出された文書については、指定管理者のノウハウ等

であって、公にすることにより、当該申請団体の権利、競争上の地位その他正当な利害を害す

るおそれのあるものを除き、公開する場合がある。 

（７）施設管理におけるリスク分担 

市と指定管理者のリスク分担は、資料15「責任分担表」のとおりとする。 

ただし、表で定める事項で疑義がある場合又は当該分担表に定めのない事項については、市

と指定管理者が協議の上、決定することとする。 

（８）災害時におけるリスク分担 

ア 大規模災害以外の災害時のリスク分担、役割等 

協定締結の際に市と指定管理者とで協議し、確認した内容を事業計画書に記載すること。 

イ 大規模災害時のリスク分担、役割等 

本市における公の施設には地震・風水害等の大規模災害発生時において、避難所等とし

て極めて重要な役割を担うことが想定されており、静岡市地域防災計画に位置付けられてい

る。 

静岡市駿河生涯学習センター、静岡市北部生涯学習センター美和分館及び静岡市南部勤

労者福祉センターを除く生涯学習センター等は静岡市地域防災計画において指定避難所又は

福祉避難所として位置付けられているため、別途危機管理総室・総務局総務課が作成したひ

な形により「災害時等における施設利用の協力に関する協定」を締結する必要がある。ま

た、協定締結後は「指定管理者災害対応の手引き―指定管理者制度導入施設避難場所等開設

マニュアル―」を参考に大規模災害時等の協力体制についてマニュアル等を整備するよう努

めること。 

現段階では本市地域防災計画に位置付けのない施設であっても、今後地域防災計画にお
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いて避難所等に位置付けられる可能性があり、その場合には「災害時等における施設利用の

協力に関する協定」を締結し、「指定管理者災害対応の手引き―指定管理者制度導入施設避

難場所等開設マニュアル―」に基づき大規模災害時等の体制を整備するよう努める必要があ

る。 

ウ 指定管理者は、災害時等の状況により、地域防災計画に定めのない事項や位置付けのな

い施設について、静岡市から協力を求められた場合はそれに協力するよう努める義務を負う

ものとする。 

（９）賠償責任と保険の加入 

指定管理業務の実施にあたり、市の責任に帰すべき理由による事故により第三者に与えた損

害については、施設の設置者である市が賠償責任を負うが、指定管理者が行う管理に起因する

事故により第三者に与えた損害については、指定管理者が賠償責任を負う。このいずれの理由

にも寄らない事故により第三者に与えた損害については、その賠償責任について、両者で協議

することとする。 

また、指定管理者に起因する火災等による施設の損壊についても、市は、指定管理者に対し

て損害賠償を請求することができる。 

以上のことから、指定管理者は、想定される損害賠償請求に対応できるよう、任意の賠償責

任保険に加入すること。なお、加入した賠償責任保険の保険証書の写しを、加入後速やかに提

出すること。 

（10）備品等 

ア 備品等の貸与及び購入 

（ア）利用者貸し出し備品（ピアノ等）は、本市が無償で貸与する。 

（イ）管理運営業務の遂行に当たり必要となる事務用備品については、指定管理者が負担する。 

（ウ）（イ）以外の備品については、予算の範囲内において本市で購入する。なお、購入する備

品については指定管理者からの要望に基づき市と協議して決定する。 

（エ）指定管理者が自らの創意工夫により、利用者サービスの向上を目的として既存の市の備

品を更新するために備品を購入する場合は事前に市と協議すること。また、購入した備品

は指定管理者が作成した備品台帳で整理するとともに、証票を貼付して静岡市の備品と混

在しないよう、適切に管理すること。ただし、既存の市の備品とは別に購入し、利用者サ

ービスの向上のために供するものはこの限りではない。 

（オ）指定管理者は（エ）で市と協議し、当該年度に購入した備品について、年度終了後 60日

以内に物品名、数量、取得日、取得価格、配置施設、その他を記した書面を市に提出する
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こと。 

（カ）指定管理者は指定管理期間が終了又は指定が取り消されたときは、市の求めに応

じて（エ）で購入した備品を市に寄附するものとする。 

イ 備品の保守管理業務 

（ア）施設の運営に支障を来たさないよう、備品の保守管理を行うこと。 

（イ）備品台帳の管理を行うこと。 

また、静岡市物品管理規則等に基づき適正な管理に努めるとともに、指定期間満了した

ときは備品台帳とともに市に引き渡すこと。 

（ウ）備品に破損、不具合等が生じた場合は、速やかに市に報告を行うこと。 

また、処分については、市と協議すること。 

（エ）備品の修繕については、指定管理者の責任で実施すること。ただし、１件 30万円を超え

るものは、市と協議すること。なお、指定管理者が保有する備品の修繕に要する経費は指

定管理者が負担すること。 

ウ 公用車の貸与及び経費の負担 

（ア）公用車は、資料 16「生涯学習センターに貸与している公用車一覧表」のとおり貸与する。 

なお、車両が老朽化や事故等による破損に伴い廃車となった場合、新たな車両の調達等

の対応は指定管理者が実施すること。 

（イ）車検等の一切の維持管理にかかる費用は、指定管理者が負担すること。 

エ 複写機及び印刷機の賃借業務 

複写機及び印刷機の使用に際して必要な消耗品は、指定管理者が購入するとともに、良好

に使用できるよう、管理を行うこと。 

オ 機器等の賃借業務 

（ア）通信カラオケ加入 

（イ）貸切団体利用者送迎バスの借上げ 

カ 保険の加入 

（ア）盗難保険加入 

キ 事務等消耗品の管理業務  

施設の運営に支障を来さないよう、必要な事務等消耗品を適宜、指定管理者が購入し、管

理を行うこと。 

ク 遺失物に係る適正な管理 

遺失物法に則り、適正な管理を実施すること。 
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（11）環境への配慮 

   静岡市環境方針を遵守すること。 

（12）守秘義務 

指定管理者は、指定管理業務を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり、

自己の利益のために使用したりしないこと。指定期間終了後も同様とする。 

（13）新型コロナウイルスその他新たな感染症への対応 

施設の管理運営やイベント等の開催に当たっては、国、静岡県、静岡市から示された新型コ

ロナウイルスその他新たな感染症に係る対応方針等に基づき、市と協議の上、必要な対策等を

講じること。 

 

５ 管理体制（組織） 

（１）生涯学習センター等の統括 

生涯学習センター等を一体的かつ効率的に管理運営するために、葵生涯学習センターを生涯

学習センター等の統括館に位置づける。 

（２）資格等 

ア 指定管理者は、静岡市駿河生涯学習センターを除く各生涯学習施設及び健康文化交流館「来

てこ」に１人以上甲種防火管理者の資格を有するもの（以下「防火管理者」という。）を配置

する。 

イ 静岡市小鹿老人福祉センターを管理運営する職員として、社会福祉主事（若しくは準ずる

者）を２名以上配置すること。 

なお、自主事業を実施する際には、必要に応じて助手を配置すること。 

（３）人員 

   指定管理業務を円滑、安全に実施するため、次の人員を置くこと。 

業務を円滑、安全に実施するため、職員配置等は次のとおりとする。 

ア 生涯学習センター等の指定管理業務について総括的な責任を持ち、利用者や外部に対して

生涯学習センター等を代表する管理責任者（センター長に相当する職）を施設ごとに配置す

ること。 

なお、健康文化交流館「来てこ」は、３施設を一体的に管理する必要があるため、１人の

者が３施設のセンター長を兼ねるものとする。 

イ 事務室内に職員１名以上を常時配置すること。 

ウ 生涯学習センター等の指定管理業務に従事するに必要かつ最適な人員を配置すること。 
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エ 効果的な事業実施のため、次の能力を有する職員を置くこと。 

（ア）生涯学習に関する知識を有すること。 

（イ）事業の実施について、知識、経験、企画力等を有すること。 

オ 葵生涯学習センターに生涯学習センター等の統括及び調整を行う職員を１人以上配置す

ること。 

カ 静岡市南部勤労者福祉センターのフィットネスルームを管理運営する職員を常時１人以

上配置し、これにより配置された職員は、必要に応じＯＡルームの管理運営を実施すること。 

なお、トレーニングルームには、利用者の効果的なトレーニングと機器の適切な使用を教

授するトレーニングインストラクター（１回２時間、週３回以上、年間294時間以上）を配

置すること。 

キ 配置する職員の勤務形態は、労働基準法等を遵守し、生涯学習センター等の運営に支障が

ないようにすること。 

ク 業務従事者に必要な健康診断を行い、健康を害さないよう努めること。 

ケ 職員の資質の向上を図るため、研修を実施するとともに、生涯学習センター等の管理運営

に必要な知識と技術の更なる向上に努めること。 

（４）非常時の体制 

ア 危機管理マニュアルの作成 

火災や地震、事務事故等の非常時における危機管理体制を整備するため、市と協議のうえ、

危機管理マニュアルを作成する。 

イ 防火管理者の権限の付与 

指定管理者は、管理権限者（静岡市長）から、防火管理者の選任、解任及び届出に関する

権限が付与され、各施設に１人以上防火管理者の資格を有するもの（以下「防火管理者」とい

う。）を配置する。これにより配置された防火管理者は、次に掲げる事項を行う。 

ただし、施設によっては市が直接防火管理者となる場合がある。詳細は協定に定めるもの

とする。 

（ア）消防計画の作成、見直し及び変更に関すること。 

（イ）避難施設等に置かれた物を除去すること。 

（ウ）消火、通報及び避難訓練の実施に関すること。 

（エ）消防用設備等の修繕、点検及び報告に関すること。 

（オ）防火対象物点検報告の実施及び防火対象物点検報告特例認定申請に関すること。 

（カ）不適切な工事に対する中断、器具の使用停止及び危険物の持ち込みの制限に関すること。 



 

- 18 - 

 

（キ）収容人員の適正な管理に関すること。 

（ク）防火管理業務従事者に対する指示、監督に関すること。 

（ケ）その他防火管理者の責務を遂行するために必要なこと。 

ウ 防火管理者の業務 

防火管理者は、次に掲げる業務を実施し、かつ、当該内容について十分な知識を有するこ

と。 

（ア）消防計画の作成、見直し及び届出に関すること。 

（イ）避難施設等の管理に関すること。 

（ウ）消火、通報及び避難訓練の実施に関すること。 

（エ）消防用設備等の設置、修繕、点検及び報告に関すること。 

（オ）防火対象物点検報告の実施及び防火対象物点検報告特例認定申請に関すること。 

（カ）火器の使用等危険な行為の監督に関すること。 

（キ）収容人員の適正な管理に関すること。 

（ク）防火管理業務従事者に対する指示、監督に関すること。 

（ケ）その他防火管理者として行うべき業務に関すること。 

エ 防火管理上必要な事項に関する知識等 

  防火管理者は、防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項につ

いて、当該防火対象物の管理権原者（静岡市長）から説明を受けており、かつ、当該事項につ

いて十分な知識を有していること。 

なお、「防火管理上必要な事項」は、次に掲げる事項とする。 

（ア）防火管理体制等従事者の配置等に関すること。 

（イ）従業員等に対する防火上必要な教育の実施体制に関すること。 

（ウ）消火、通報及び避難訓練の実施状況に関すること。 

（エ）その他防火管理上必要な事項 

オ ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の取扱い 

ＡＥＤは、市が備品として設置するが、全職員が取扱うことができるよう、定期的な研修

に参加し、操作方法を習得させること。 

また、ＡＥＤが正常に稼動できるよう日常点検を実施すること。なお、消耗品（パッド、

バッテリー）の交換にかかる経費は指定管理者で負担すること。 

（５）その他 

ア 事業計画書への明示 
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指定管理者指定申請書に添付した生涯学習センター等の管理に係る従事者等の名簿を事業

計画書に明示すること。なお、従事者に変更があった場合には、随時報告すること。 

  イ 利用者数の実績                              （人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

生涯学習施設 286,372 406,505 474,844 

静岡市南部勤労者福祉センター 14,521 19,998 21,893 

静岡市小鹿老人福祉センター 14,752 24,351 30,580 

 

６ 指定管理経費 

（１）指定管理料の上限額 

指定管理者が静岡市小鹿老人福祉センターの管理運営を行うために要する経費には、市

からの指定管理料と利用料金収入を充てるものとする。 

   指定管理料の上限額は次のとおりであり、申請者はこの範囲内で提案すること。ただし、

上限額は予算の議決により変更となる可能性がある。 

 なお、指定管理者が収入する利用料金（静岡市小鹿老人福祉センターのみ）や事業費収

入（教室等会費収入、電話料収入、複写機及び印刷機使用料）の見込額は控除した金額と

なっている。 

 また、別に契約する使用料徴収事務に係る委託料は含まない。 

 573,742千円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

 令和７年度以降の指定管理料（静岡市駿河生涯学習センターを除く生涯学習施設分）は、

462,379千円以内（消費税及び地方消費税を含む。）を予定している。 

（２）積算経費 

   指定管理料の積算経費については、以下のとおりとする。 

  ア 人件費 

指定管理施設の運営に係る直接人件費 

イ 業務管理費 

施設の現場業務に係る経費で、業務全般の総合調整費、現場従業員に対する福利厚生費、

本市への連絡交通費、連絡車両の損料・燃料費・保険料等、安全管理に要する経費、資料の

作成、諸手続・資格等の届出に要する費用等 

ウ 事業費 

資料４「指定管理者が直接行う業務（生涯学習事業・社会教育事業）」の実施に係るソフト
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面の経費 

エ 一般管理費等 

人件費、業務管理費以外に、指定管理者が団体を維持運営していくために必要な費用で、

該当する従業員に対する退職給与引当金繰入金及び退職年金掛金、法定福利費、本部従業員

のうち公の施設管理に係わる事務従業員に対する給料、役員報酬、広告宣伝費、損害賠償責

任保険料、施設管理上必要な協議会又は連絡会などの団体への負担金、交際費、雑費等 

オ 施設費 

施設の維持管理に要する経費で、消耗品費（電球、洗剤、トイレットペーパー、ごみ袋、

その他環境整備用品を対象とし、施設管理事務に係る消耗品費は管理雑費で支出すること。）、

光熱水費、燃料費、修繕費、通信運搬費、施設の点検等手数料、清掃業務等の委託料、使用

料等 

カ 管理雑費 

キ 消費税相当額 

（３）指定管理者の収入 

   指定管理業務に係る収入については、以下のとおりとする。 

ア 市からの指定管理料 

イ 事業費収入（教室等会費収入、電話料収入、複写機及び印刷機使用料） 

ウ 他団体からの負担金（維持管理費負担金等） 

エ 利用料金（静岡市小鹿老人福祉センターの浴室の使用料） 

（４）直近３年間の収支決算額 

 ≪参考：指定管理業務に係る直近３年間の収支決算額≫ 

  ア 指定管理業務に係る支出                        （千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

人件費 260,507 273,184 289,122 

業務管理費 35,364 35,906 37,714 

事業費 20,341 24,717 26,151 

一般管理費 32,061 35,459 32,844 

施設費 171,261 184,698 220,822 

管理雑費 1,792 1,827 1,902 

消費税相当額 3,346 1,113 -1,062 
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合計 524,672 556,904 607,493 

 

  イ 指定管理業務に係る収入                        （千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

指定管理料 513,995 514,536 543,084 

事業費収入 6,829 10,765 11,504 

 520,824 525,301 554,588 

 

  ウ 指定管理業務以外の収入                        （千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

徴収事務委託料 6,710 6,743 6,820 

 

（５）使用料（利用料金）の帰属 

施設の使用に際して利用者が負担する使用料（施設使用料及び特殊器具使用料等）は、市の

収入となる。 

ただし、静岡市小鹿老人福祉センターの浴室の使用料（利用料金）については指定管理者の

収入とする。 

静岡市小鹿老人福祉センターの浴室の使用料（利用料金）の決定については、指定管理者が、

静岡市老人福祉センター条例別表１に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を

受けて定めることとする。 

（６）支払方法 

会計年度（４月１日から翌年３月 31 日まで）ごとに指定管理者の請求に基づき毎月支払う。 

  ア 生涯学習施設 

管理運営上必要な経費は概算払とし、支払時期や額及び請求手続については協定にて定め

る。 

  イ 静岡市南部勤労者福祉センター 

管理運営上必要な経費は概算払とし、支払時期や額及び請求手続については協定にて定め

る。 

  ウ 静岡市小鹿老人福祉センター 

管理運営上必要な経費は概算払とし、支払時期や額及び請求手続については協定にて定め
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る。 

（７）指定管理業務を対象とした国庫補助金等の取扱い 

指定管理業務の実施に当たり、指定管理者が受けることのできる国や地方公共団体、独立

行政法人等の補助制度があるときは、これを積極的に活用すること。 

ただし、指定管理業務を対象として国庫補助金等の交付を受けた場合は、同一の業務に対

して指定管理料と国庫補助金等の両方が重複して収入されることになるため、精算等の手続

が必要となる場合がある。 

したがって、国庫補助金等の申請を行う際は必ず事前に市に報告し、その取扱い方法につ

いて協議を行うこと。 

（８）その他 

ア 管理口座等 

    市が支払う指定管理業務に係る経費の出納は、団体自体の口座とは別の口座で管理するこ

と。ただし、指定管理業務に係る経理とその他の業務に係る経理を区分して整理できる場合

はこの限りでない。 

イ 経理規定 

    指定管理者は経理規程を策定し、適切に経理事務を行うこと。 

ウ 指定管理料の変更及び精算 

指定期間中の指定管理料の額は初年度の額を基本とし、変更や精算は行わない。 

ただし、下記のような特別な理由がある場合は、この限りでない。 

（ア）予算の議決により指定管理料が変更となるとき。 

（イ）施設の休館、閉館のとき。 

（ウ）税率が変更となるとき。 

（エ）施設の新設、改築及び改修に伴い、指定管理料中の光熱水費等について精算や、施設費

等の変更を行うとき。 

エ 光熱費等の精算 

 光熱費は、次に示す金額を上限額として、価格が安定するまでの間、毎年度精算するもの

とする。 

 光熱費等 63,350千円（消費税及び地方消費税を含む。） 
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７ その他 

（１）事務引継 

指定管理期間が終了または指定が取り消されたときにおいて、指定管理者が交代する

際は、次の指定管理者の候補者が円滑に指定管理業務を実施することができるよう、必

ず引継ぎをおこなわなければならない。 

また、初回の引継ぎでは、市が立ち会った上で引継の日程や方法、項目を決定するも

のとする。 

なお、引継ぎに係る経費は候補者が負担するが、市議会で指定管理者の指定議案が否

決された場合には、それまでに負担した準備経費等は補償しない。 

（２）文書引継 

指定管理者が指定管理業務を実施するうえで作成した文書、収集した文書等について

は、市に引継ぐものとする。 

なお、市は必要に応じて次期の指定管理者に当該文書を引き継ぐ。 

（３）目的外使用許可等 

  ア 施設の敷地及び建物への電柱等の設備の設置許可等については、指定管理者の業務範囲外

であるため、市が行政財産の目的外使用許可等を行い、使用料を徴収するものとする。 

イ 既に目的外使用許可を受けている者との関係について、良好な関係を維持すること。 

なお、生涯学習センター等の目的外使用等の状況は、資料17「生涯学習センター等の目

的外使用等の状況一覧表」のとおり。 

ウ 目的外使用及び市の一時的使用に対して、指定管理者は必要な協力をすること。 

エ 指定管理者自身が目的外使用許可を受けて行うことができる業務は、複写機及び印刷機に

よる販売業務とする。 

オ 自動販売機の設置については、市が貸付により直接行うこととし、その貸付料は市の収入

とする。 

カ 目的外使用に伴い光熱水費その他の費用が発生する場合は、当該使用者から実費を徴収す

ることができる。 

（４）市主催事業等への協力 

ア 市が主催する事業等には、優先的に実施できるよう協力すること。（貸館、広報物の掲示等

含む） 

イ 市からの広報物等の掲出及び配布について協力すること。 

ウ 類似公共施設の広報物の掲示等、ＰＲの相互協力を行うこと。 
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エ 市の施策や事業、防災訓練、災害時の対応等に極力協力すること。 

オ 市が行う施設等の調査は、積極的に協力すること。 

（５）複合施設における光熱水費等の取扱い 

ア 複合施設における清掃、警備等維持管理業務等に係る経費及び光熱水費の支払方法は、次

のとおりとする。 

（ア）市直営施設との複合施設（静岡市東部生涯学習センター、静岡市北部生涯学習センター、

静岡市大里生涯学習センターは、市保健福祉センターとの複合施設。静岡市藁科生涯学習

センター、静岡市西奈生涯学習センター及び静岡市北部生涯学習センター美和分館は、市

図書館との複合施設。静岡市南部生涯学習センターは、適応指導教室との複合施設。）に

ついては、資料２「生涯学習センター等の施設及び設備の維持管理業務等一覧表」及び資

料18「市直営施設との複合施設の光熱水費支払方法一覧表」のとおり。 

（イ）静岡市葵生涯学習センターと女性会館との複合施設（以下「アイセル21」という。）は、

女性会館指定管理者と協議すること。 

（ウ）健康文化交流館「来てこ」については、指定管理者が単独で支払うこと。 

イ 複合施設の共用部分に係る電球等の消耗品費と施設及び設備の修繕費の支払方法は、次の

とおりとする。 

（ア）市直営施設との複合施設については、消耗品は、市直営施設との協議により購入する。

修繕は、市直営施設が実施し、指定管理者は負担金を市直営施設に支払うこと。 

（イ）アイセル21については、生涯学習センター等の指定管理者の全額負担で支払うこと。 

（ウ）健康文化交流館「来てこ」については、指定管理者が単独で支払うこと。 

ウ アイセル21において、女性会館所管の貸室内等の蛍光灯は、生涯学習センター等の指定管

理者が全額負担する。 

（６）監査への協力 

市の監査委員による監査及び外部監査人による監査の対象となった場合は、積極的に協力し

なければならない。 

また、監査委員等が市の事務を監査するために必要があると認める場合、市は帳簿書類その

他の記録を指定管理者に提出させるとともに、監査会場への出席を求め、実地に調査すること

ができる。 

（７）原状回復 

指定管理者は、その指定に係る管理の業務の期間が終了したとき、又は指定を取り消され、

若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理し
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なくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。 

（８）大規模修繕 

 指定期間内に、静岡市葵生涯学習センターの大規模改修事業の計画がある。 

 施工された際は長期の休館になる可能性があるため、支出すべきであった経費及び見込まれ

ていた収入について、協議のうえ精算を行うものとし、指定管理者は事業実施に伴う補助業務

に協力すること。 

 また、本改修により設備の更新がされ、維持管理費に大幅な減少があった際は、その経費に

ついて対応を協議するものとする。 

（９）法律改正等に伴う光熱水費の購入方法の見直しについて 

電力・ガスの小売全面自由化に伴い、電力・ガス会社や料金メニューを自由に選択すること

が可能となったことから、指定管理者は積極的に購入方法の見直しを行い、経費節減等に努め

ること。  

ただし、購入方法を変更した日から１年間の電気料・ガス料金の実績と、前年の同期間にお

ける電気料・ガス料金の実績との間に 10％以上の変動があった場合には、その 10％を超える

部分について精算を行うこととする。精算方法等については別途市と協議の上決定する。  

なお、見直しにあたっては以下の点に留意すること。  

・契約しようとする電力会社・ガス会社が、小売電気事業者・小売ガス事業者として経済産業

省の登録を受けていること。  

・指定管理者と電力会社・ガス会社の間で、事故発生時等の緊急対応の体制が整備されている

こと。  

・相手方との契約期間は指定期間内とすること。 

（10）適格請求書等保存方式（インボイス制度）への対応について 

指定管理者は適格請求書（インボイス）発行事業者としての登録をすること。 

使用料等（利用料金・自主事業による収入を含む）を徴収した相手方から適格請求書（イン

ボイス）の交付を求められた場合、市又は指定管理者が適格請求書（インボイス）を交付し、

その写しを保存（約７年間）しておくこと。なお、生涯学習施設及び静岡市南部勤労者福祉セ

ンターの使用料については、徴収事務委託契約の契約時に別途定める。 

（11）選挙に係る対応 

選挙を実施するにあたり、開館時間内に次の業務が生じた場合は対応すること。 

ア 投票所及び期日前投票所に指定された施設の選挙備品等の搬入及び搬出に係る事前打ち

合わせ 
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イ 投票所及び期日前投票所に指定された施設の施設利用者への利用取り消し手続きと使用

料の還付手続きの取り次ぎ 

ウ 投票所及び期日前投票所に指定された施設の出入口の開錠及び施錠に必要な物品の貸付 

エ 公営ポスター掲示場に指定された施設の掲示に係る事前打ち合わせ 

（12）業務の基準を満たしていない場合の措置 

指定管理者が業務仕様書や事業計画に示された業務などにおいて、基準を満たしていないと

判断した場合、市は改善措置等に関する指導を行う。さらに必要な場合は業務の停止や指定の取

消しを行うことがある。 

なお、大幅な業務改善を要する場合等にあっては、指定管理料を減額することがある。 

（13）業務の継続が困難になった場合等の措置 

指定管理者は、業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、直ちに市に

報告しなければならない。その場合の措置については、次のとおりとする。 

ア 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合、又はそのおそれ

が生じた場合には、市は指定管理者に対して改善勧告等の指示を行い、期間を定めて改善策

の提出及び実施を求めることができる。この場合、指定管理者がその期間内に改善すること

ができなかった場合等には、市は指定管理者の指定の取消し又は業務の全部若しくは一部の

停止を命じることができるものとする。 

イ 指定が取り消された場合等の賠償 

上記アにより指定管理者の指定が取り消され、又は業務の全部若しくは一部が停止された

場合、指定管理者の損害に対して市は賠償しないが、指定管理者は市の損害を賠償しなければ

ならない。 

ウ 不可抗力等による場合    

不可抗力その他市又は指定管理者の責めに帰することができない事由により、業務の継続

が困難となった場合、市と指定管理者は、業務継続の可否等について協議を行い、継続が困

難と判断した場合、市は指定管理者の指定の取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止

を命じることができるものとする。 

（14）生涯学習センター等における特記事項 

  ア 静岡市葵生涯学習センター 

複合施設である女性会館とは、施設の機能としての類似性が強いため、市民の利用につい

ては、それぞれが管理する施設の相互利用を可能とし、市民サービスの向上に努めている。 
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このため、清掃業務、警備業務など施設の維持管理業務、施設利用申請受付業務、夜間の

管理業務など施設の運営業務及び電気料金、水道料金の支払など、一体的に行い、その効率

化を図っている。 

こうした状況を踏まえ、利用者に不便を感じさせないよう、施設の一体的管理、運営に関

して指定管理者、静岡市、女性会館の指定管理者との間で予め協議を行うこと。 

  イ 静岡市藁科生涯学習センター 

 令和６年度の光熱水費については、積算額を 4,486,179円（消費税及び地方消費税を含む）、

委託料については積算金額を 5,914,489円（消費税及び地方消費税を含む）として指定管理

料に含めて概算払で支払うが、令和６年度の実績金額と差異が生じた額について精算を行う。

なお、この措置は令和７年度までとし、令和８年度以降は前金払とする。 

ウ 静岡市西部生涯学習センター 

 当該施設に設置されている太陽光発電設備の管理運用について、指定管理者は次の各号に

定める事項を行うこと。 

（ア）優先給電ルールに基づく出力制御を実施すること。 

（イ）天災地変等により発電設備に大規模な被害が発生した場合、市と連携して復旧及び設

備操作に対応すること。 

（ウ）出力制御等に係る連絡体制を常に確立し、電話やメールの受信及び受信確認を確実に

行うこと。 

（エ）出力制御等に係る訓練に参加すること。 

（オ）発電設備の運転状況を確認する必要が生じた場合、運転記録等を提出すること。 

（カ）その他、発電設備の管理運用に関すること。 

（15）その他 

ア 仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務内容及び処理について疑義が生じた場合

は、市と誠意を持って協議し決定する。 

イ 本仕様書に定めがないものについては、市と別途協議する。 



別紙 

個人情報の保護に関する取扱仕様書 

 

１ 個人情報保護の基本原則 

指定管理業務（以下「業務」という。）の実施に当たり、個人情報（個人に関する

情報であって、特定の個人を識別できるものをいう。以下同じ。）について、その保

護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、適正に取り扱わな

ければならない。 

 

２ 個人情報の漏えい等の禁止 

指定管理者は、業務に関して、知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。こ

の業務が終了し、又は契約が解除された後においても同様とする。 

 

３ 使用者への周知 

指定管理者は、その使用する者に対し、在職中及び退職後において、業務に関して

知り得た個人情報を他人に知らせ、又は契約の目的以外に利用してはならないこと等

の個人情報の保護の徹底に関する事項を周知しなければならない。 

 

４ 適正な管理 

指定管理者は、業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止を図る

ため、管理責任者を選任し、個人情報の適切な管理を行わせる等個人情報の適正な管

理について必要な措置を講じなければならない。 

 

５ 収集の制限 

指定管理者は、業務において個人情報を収集するときは、当該業務を実施するため

に必要な範囲内で、本人から直接収集しなければならない。 

 

６ 利用及び提供の制限 

指定管理者は、市の指示又は承諾があるときを除き、業務に係る個人情報を当該業

務の目的以外に利用し、又は提供してはならない。 

 

７ 複写及び複製の禁止 

指定管理者は、市の指示又は承諾があるときを除き、業務の実施に当たり市から提

供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

 

８ 資料等の返還 

指定管理者は、業務の実施に当たり市から提供され、又は指定管理者が収集し、若

しくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務の終了後直ちに市に返還し、又

は引き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、その指示に従うものとす

る。 



別紙 

９ 再委託等における個人情報の取扱い 

指定管理者は、市の承認を受けて業務を再委託する場合は、再委託を受けた者との

間で締結する契約書等に、この個人情報の保護に関する規定を準用する旨を明記しな

ければならない。この場合において、指定管理者は、当該契約書等の締結後、速やか

にその写しを市に提出するものとする。 

 

10 事故発生時における報告 

指定管理者は、業務の実施において、この仕様書に違反する事態が生じ、又は生ず

るおそれがあることを知ったときは、直ちに市に報告し、市の指示に従うものとする。

業務が終了し、又は契約が解除された後においても同様とする。 

 

 


